
� 問・申市民課�国保年金係　☎773・6661上手な医療のかかり方

問
市
民
課�
市
民
班

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

パ
ス
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ー
ト
申
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お
早
め
に

　
７
月
・
８
月
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト

申
請
窓
口
が
混
み
合
い
ま
す
。
パ

ス
ポ
ー
ト
の
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取
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付
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付
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・
日
曜
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時
間
外
窓
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（
次
の
水
曜
日
）

　
７
月
５
日
、
１２
日
、
１９
日
、
２６

日
、
８
月
２
日
、
９
日
、
１６
日
、

２３
日
、
３０
日

　
午
後
５
時
１５
分
～
７
時
３０
分

日
曜
窓
口

　
７
月
９
日
、
２３
日
、
８
月
６
日
、

２７
日　
午
前
８
時
３０
分
～
正
午

受
付
窓
口　
市
民
課
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受
付
専
用
電
話
（
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８
・

１
７
８
０
）
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。
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顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

・�

そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記

載
の
診
察
券
な
ど
。
顔
写
真
付

き
の
本
人
確
認
書
類
が
な
い
場

合
は
２
点
）

・�
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ
る

人
）

・�
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
交
付
時
の
み
）

他・�

顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
し

ま
す
。

・�

交
付
は
、
原
則
３
日
前
ま
で
に

予
約
が
必
要
で
す
。
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住
民
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、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限
は

９
月
３０
日
㈯
で
す

対�

２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人
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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ

ス
に
よ
っ
て
は
、
９
月
末
よ
り

前
に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い

他�

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
総
務
省
の
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
の
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

マ
イ
ナ
ン
バ
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総
合
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ー
ダ
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ヤ
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（
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国
民
健
康
保
険
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
更
新
手
続
き
は

８
月
１
日
㈫
か
ら
受
付

　

現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

を
お
持
ち
で
、
引
き
続
き
必
要
な

人
は
、
８
月
中
に
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の

　
保
険
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
わ

か
る
も
の
、
申
請
に
来
る
人
の
本

人
確
認
書
類

申 

請
先

　

市
民
課�

国
保
年
金
係
、

大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン

タ
ー

かかりつけ医・薬局を持ちましょう
　かかりつけ医は、病歴や体質の把握ができ
るため、より効果の高い治療ができます。健
康管理全般のアドバイスもしてくれるので、
日ごろから信頼関係を築くことが大切です。
薬局もかかりつけを決めておくと、薬の飲み
方など、適切な指導を受けることができます。

重複受診はやめましょう
　同じ病気で複数の医療機関を受診すると、
検査・処置・投薬などをやり直すため、余分
に医療費や時間がかかります。
　また、投薬の重複で副作用が現れることが
あります。気になることは、かかりつけ医に
相談しましょう。

年に一度は健康診断を受けましょう
　住民健診や人間ドックを毎年受けることで病気を早
期に発見し、早期治療や医療費の削減につながります。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発
医薬品）と同一の有効成分を含み、効き目や安全性が
同等であると国から認められた安価な薬です。処方の
希望を伝えやすいよう「ジェネリック医薬品希望シー
ル」を保険証更新時に同封しますのでご活用ください。
　市ではジェネリック医薬品推進のため、一定の条件
を満たした人に、ジェネリック
医薬品差額通知を年３回（７
月・11月・３月）通知してい
ます。
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